
※６０㎝以下の塀、土留めとなっている塀等は対象外です。

令和８年度武蔵村山市ブロック塀等安全対策費用助成制度

この事業は、武蔵村山市地域防災計画に基づき、ブロック塀等の倒壊防止

対策を推進するために実施しています。

災害時等に避難路となる道沿いにある戸建住宅のブロック塀等の倒壊防止

対策のための工事を行った方に対し、工事費用の一部を助成します。

■ブロック塀等安全対策費用助成制度の概要

■助成の対象

武蔵村山市

■助成額

・撤去工事費、建替工事費の３分の２を助成します。

・工事費の上限額は１ｍあたり８万円です。

・１件あたりの最大助成額は１，３３３，０００円です。

・木塀へ建て替えた場合には、別途加算金が付く場合があります。

申請の流れは裏面へ☞

戸建住宅の避難路に面している危険なブロック塀等を、安全な状態にする

ために行う撤去工事 または建替工事 が対象となります。

STEP1

STEP2

工事費の総額 ÷ 工事した塀の長さ ＝ １mあたりの工事費
上限８万円

１mあたりの工事費
上限８万円 × × ２/３工事した塀の長さ

＝ 助成額（千円未満切捨て）



■申請から助成金交付までの流れ

申請者 市役所

１．事前相談

２．事前相談結果連絡

３．助成金交付申請

４．助成金交付決定通知

５．工事契約締結・着工

６．工事完了報告書提出

７．助成金額確定通知

８．請求書の提出

９．助成金の交付

［注意！］申請前に契約、工事着工を行うと助成の対象外となります

■問い合わせ・申請先

武蔵村山市 総務部 危機管理課 災害対策係

電話：０４２－５６５－１１１１（内線３３４）

提出期限：令和９年１月２９日

提出期限：令和８年１１月３０日

事前相談カードにブロック塀の所在図、

写真を添付して提出してください。

補助対象となるか現地確認し、結果を

御連絡します。


